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労
働
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ

た
多
様
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る
社
会
を

実
現
す
る
働
き
方
改
革
を
総
合
的
に
推
進

す
る
た
め
、
長
時
間
労
働
の
是
正
、 

多
様

で
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
、
雇
用
形
態
に

か
か
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の
確
保
等
の

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。

１�

　
働
き
方
改
革
の
総
合
的
か
つ

継
続
的
な
推
進

　（
雇
用
対
策
法
の
改
正
）

　

働
き
方
改
革
に
係
る
基
本
的
考
え
方
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
国
は
、
改
革

を
総
合
的
か
つ
継
続
的
に
推
進
す
る
た
め

の
「
基
本
方
針
」（
閣
議
決
定
）
を
定
め

る
こ
と
と
す
る
。

₁　

題
名
と
目
的
規
定
等
の
改
正

○　

労
働
施
策
を
総
合
的
に
講
ず
る
こ
と

に
よ
り
、
労
働
者
の
多
様
な
事
情
に
応

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
の
概
要

厚
生
労
働
省
ト
ピ
ッ
ク
ス
①�

（
職
業
安
定
局
）

じ
た
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充

実
、労
働
生
産
性
の
向
上
を
促
進
し
て
、

労
働
者
が
そ
の
能
力
を
有
効
に
発
揮
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
そ
の
職

業
の
安
定
等
を
図
る
こ
と
を
法
の
目
的

と
し
て
明
記
す
る
。

○　

法
律
の
題
名
を
「
労
働
施
策
の
総
合

的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安

定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る

法
律
」
と
す
る
。

○　

労
働
者
は
、
職
務
及
び
職
務
に
必
要

な
能
力
等
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

こ
れ
ら
に
即
し
た
公
正
な
評
価
及
び
処

遇
そ
の
他
の
措
置
が
効
果
的
に
実
施
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
職
業
の
安
定
が
図

ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
も
の
と
す

る
こ
と
を
加
え
る
。

₂ 　

国
の
講
ず
べ
き
施
策

○　

労
働
者
の
多
様
な
事
情
に
応
じ
た

「
職
業
生
活
の
充
実
」
に
対
応
し
、
働

き
方
改
革
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め

に
必
要
な
施
策
と
し
て
、
現
行
の
雇
用

関
係
の
施
策
に
加
え
、
次
の
よ
う
な
施

策
を
新
た
に
規
定
す
る
。

▼	

労
働
時
間
の
短
縮
そ
の
他
の
労
働
条
件

の
改
善

▼	

雇
用
形
態
又
は
就
業
形
態
の
異
な
る
労

働
者
の
間
の
均
衡
の
と
れ
た
待
遇
の

確
保

▼	

多
様
な
就
業
形
態
の
普
及	

▼	

仕
事
と
生
活
（
育
児
、
介
護
、
治
療
）

の
両
立

₃ 　

事
業
主
の
責
務

○　

事
業
主
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、

そ
の
責
務
に
、「
職
業
生
活
の
充
実
」

に
対
応
し
た
も
の
を
加
え
る
。

▼	

労
働
者
の
労
働
時
間
の
短
縮
そ
の
他
の

労
働
条
件
の
改
善
な
ど
、
労
働
者
が
生

活
と
の
調
和
を
保
ち
つ
つ
意
欲
と
能

力
に
応
じ
て
就
業
で
き
る
環
境
の
整

備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

₄　

基
本
方
針
の
策
定

○　

国
は
、
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力

を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
施
策
の

総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針

（
閣
議
決
定
）
を
定
め
る
。	

○　

基
本
方
針
に
盛
り
込
む
他
省
庁
と
連

携
す
べ
き
取
組
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
関
係
大
臣
等
に
必
要
な
要
請

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。	

○　

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
案

を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
求
め

る
と
と
も
に
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。	

○　

国
は
、
労
働
施
策
を
め
ぐ
る
経
済
社

会
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
基
本
方
針
を
変

更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２��

　
長
時
間
労
働
の
是
正
、
多
様

で
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
等

₁ 　

労
働
時
間
に
関
す
る
制
度
の
見
直
し

（
労
働
基
準
法
、
労
働
安
全
衛
生
法
）

⑴
　
長
時
間
労
働
の
是
正

①　

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
導
入

・
時
間
外
労
働
の
上
限
に
つ
い
て
、
月
45

時
間
、
年
３
６
０
時
間
を
原
則
と
し
、

臨
時
的
な
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
で

も
年
７
２
０
時
間
、
単
月
１
０
０
時
間

未
満	

（
休
日
労
働
含
む
）、
複
数
月
平

均
80
時
間
（
休
日
労
働
含
む
）
を
限
度

に
設
定
。	

【
図
表
参
照
】
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■図表　時間外労働の上限規制の導入

適用猶予・除外の事業・業務

②　

中
小
企
業
に
お
け
る
月
60
時
間
超
の

時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
の
見

直
し	
平
成
27
年
法
案
と
同
内
容

・
月
60
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率
（
50
％
以
上
）
に
つ
い

て
、
中
小
企
業
へ
の
猶
予
措
置
を
廃
止

す
る
。（
平
成
35
年
４
月
１
日
施
行
）	

③　

一
定
日
数
の
年
次
有
給
休
暇
の
確
実

な
い
）。

④　

労
働
時
間
の
状
況
の
把
握
の
実
効
性

確
保	

・
労
働
時
間
の
状
況
を
省
令
で
定
め
る
方

法（
※
）に
よ
り
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
。（
労
働
安
全
衛
生

法
の
改
正
）	

※
省
令
で
使
用
者
の
現
認
や
客
観
的
な
方

な
取
得	

・
使
用
者
は
、
10
日
以
上
の
年
次
有
給
休

暇
が
付
与
さ
れ
る
労
働
者
に
対
し
、
５

日
に
つ
い
て
、
毎
年
、
時
季
を
指
定
し

て
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る	

（
労
働
者
の
時
季
指
定
や
計
画
的
付

与
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇

の
日
数
分
に
つ
い
て
は
指
定
の
必
要
は

法
に
よ
る
把
握
を
原
則
と
す
る
こ
と
を

定
め
る
。

⑵
　
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現

①　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
見
直
し

平
成
27
年
法
案
と
同
内
容

・
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の「
清
算
期
間
」

の
上
限
を
１
ヶ
月
か
ら
３
ヶ
月
に
延
長

す
る
。

限度時間
１ヶ月45時間

１年360時間など
法定労働時間
１日８時間
１週40時間

特別条項
上限なし

年間６ヶ月まで

１年間＝12ヶ月

法定労働時間
１日８時間
１週40時間

法律による上限　
（原則）

１ヶ月45時間
１年360時間

法律による上限
（原則）

１年間＝12ヶ月

年間６ヶ月まで
法律による上限（例外）
・年720時間 
・複数月平均80時間
 （休日労働含む）
・月100時間未満
 （休日労働含む）

自動車運転
の業務

改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間
は、年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き
検討する旨を附則に規定。

建設事業 改正法施行５年後に、一般則を適用。（ただし、災害時における
復旧・復興の事業については、１ヶ月100時間未満・複数月平
均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的
な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定）

医師 改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加に
よる検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮
策等について検討し、結論を得る。

鹿児島県及
び沖縄県に
おける砂糖
製造業

改正法施行５年間は、１ヶ月100時間未満・複数月80時間以
内の要件は適用しない。（改正法施行５年後に、一般則を適用）

新技術・新
商品等の研
究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設け
た上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
※	　時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に
必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととす
る。（労働安全衛生法の改正）

※	行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第36条第９項の助言及
び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確
保の状況、取引の実態等を踏まえて行うよう配慮するものとする。（経過措
置）

＜参照条文：改正後の労働基準法第 36 条＞
７　厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第
一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該
労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、
福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
９　行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又
は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
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②　

特
定
高
度
専
門
業
務
・
成
果
型
労
働

制（
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
）

の
創
設

・
職
務
の
範
囲
が
明
確
で
一
定
の
年
収

（
少
な
く
と
も
１
、０
０
０
万
円
以
上
）

を
有
す
る
労
働
者
が
、
高
度
の
専
門
的

知
識
を
必
要
と
す
る
等
の
業
務
に
従
事

す
る
場
合
に
、
年
間
１
０
４
日
の
休
日

を
確
実
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
等
の
健
康

確
保
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、
本
人
の
同

意
や
委
員
会
の
決
議
等
を
要
件
と
し

て
、
労
働
時
間
、
休
日
、
深
夜
の
割
増

賃
金
等
の
規
定
を
適
用
除
外
と
す
る
。

平
成
27
年
法
案
か
ら
の
修
正
点

・	

健
康
確
保
措
置
と
し
て
、
年
間

１
０
４
日
の
休
日
確
保
措
置
を

義
務
化
。
加
え
て
、①
イ
ン
タ
ー

バ
ル
措
置
、
②
１
月
又
は
３
月

の
在
社
時
間
等
の
上
限
措
置
、

③
２
週
間
連
続
の
休
日
確
保
措

置
、
④
臨
時
の
健
康
診
断
の
い

ず
れ
か
の
措
置
の
実
施
を
義
務

化
（
選
択
的
措
置
）。

・
ま
た
、
制
度
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
在

社
時
間
等
が
一
定
時
間
を
超
え
る
場
合

に
は
、
事
業
主
は
、
そ
の
者
に
必
ず
医

師
に
よ
る
面
接
指
導
を
受
け
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。（
※
労

働
安
全
衛
生
法
の
改
正
）

₂ 　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
普

及
促
進
等

　
（
労
働
時
間
等
設
定
改
善
法
）

　
○　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
普
及

促
進

　
　

事
業
主
は
、
前
日
の
終
業
時
刻
と
翌

日
の
始
業
時
刻
の
間
に
一
定
時
間
の
休

息
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
。	

○　

企
業
単
位
で
の
労
働
時
間
等
の
設
定

改
善
に
係
る
労
使
の
取
組
促
進

平
成
27
年
法
案
と
同
内
容

　
　

企
業
単
位
で
の
労
働
時
間
等
の
設
定

改
善
に
係
る
労
使
の
取
組
を
促
進
す
る

た
め
、
企
業
全
体
を
通
じ
て
一
の
労
働

時
間
等
設
定
改
善
企
業
委
員
会	

の
決

議
を
も
っ
て
、
年
次
有
給
休
暇
の
計
画

的
付
与
等
に
係
る
労
使
協
定
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

₃ 　

産
業
医
・
産
業
保
健
機
能
の
強
化

　
　
（
労
働
安
全
衛
生
法
等
）

○　

事
業
者
は
、
衛
生
委
員
会
に
対
し
、

産
業
医
が
行
っ
た
労
働
者
の
健
康
管
理

等
に
関
す
る
勧
告
の
内
容
等
を
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。	

（
産
業
医
の
選
任
義
務
の
あ
る
労
働
者

数
50
人
以
上
の
事
業
場
）	

等

○　

事
業
者
は
、
産
業
医
に
対
し
産
業
保

健
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な

情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
。（
産
業
医
の
選
任
義
務
の
あ

る
労
働
者
数
50
人
以
上
の
事
業
場
）
等

３���

　
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な
い

公
正
な
待
遇
の
確
保�

（
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
法
、
労
働
契
約
法
、

労
働
者
派
遣
法
の
改
正
）

「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
に
基
づ
き
、

以
下
に
示
す
法
改
正
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
企
業
内
に
お
け
る
正
規
雇
用
労
働
者

と
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
間
の
不
合
理
な

待
遇
差
の
実
効
あ
る
是
正
を
図
る
。

₁ 　

不
合
理
な
待
遇
差
を
解
消
す
る
た
め

の
規
定
の
整
備

○　

短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
関
す

る
正
規
雇
用
労
働
者
と
の
不
合
理
な
待

遇
の
禁
止
に
関
し
、
個
々
の
待
遇
ご
と

に
、
当
該
待
遇
の
性
質
・
目
的
に
照
ら

し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
事
情
を
考
慮

し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
旨
を
明
確
化
。	

（
有
期
雇
用
労
働
者
を
法
の
対
象
に
含

め
る
こ
と
に
伴
い
、題
名
を
改
正
（「
短

時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の

雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法

律
」））	

○　

有
期
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
、
正
規

雇
用
労
働
者
と
①
職
務
内
容
、
②
職
務

内
容
・
配
置
の
変
更
範
囲
が
同
一
で
あ

る
場
合
の
均
等
待
遇
の
確
保
を
義
務

化
。

○　

派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
①
派
遣
先

の
労
働
者
と
の
均
等
・
均
衡
待
遇
、
②

一
定
の
要
件
（
同
種
業
務
の
一
般
の
労

働
者
の
平
均
的
な
賃
金
と
同
等
以
上
の

賃
金
で
あ
る
こ
と
等
）
を
満
た
す
労
使

協
定
に
よ
る
待
遇
の
い
ず
れ
か
を
確
保

す
る
こ
と
を
義
務
化
。

○　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
根
拠
規
定
を
整
備
。

₂ 　

労
働
者
に
対
す
る
待
遇
に
関
す
る

説
明
義
務
の
強
化

○　

短
時
間
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
・

派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
正
規
雇
用
労

働
者
と
の
待
遇
差
の
内
容
・
理
由
等
に

関
す
る
説
明
を
義
務
化
。

₃ 　

行
政
に
よ
る
履
行
確
保
措
置
及
び

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
（
行
政
Ａ
Ｄ

Ｒ
）
の
整
備

○　

１
の
義
務
や
２
の
説
明
義
務
に
つ
い

て
、
行
政
に
よ
る
履
行
確
保
措
置
及
び

行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
整
備
。


